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公文書の管理状況について 

 

令和７年１０月 

山 口 県 

 

山口県公文書等管理条例（令和５年山口県条例第１号）（以下「条例」という。）第10

条第１項の規定により、実施機関は簿冊管理簿の記載状況その他の公文書の管理の状況に

ついて、毎年度、知事に報告するものとされており、同条第２項の規定により、知事はそ

の報告を取りまとめ、概要を公表することとされています。 

このほど、令和６年度の公文書の管理状況を取りまとめましたので、その概要を公表す

るものです。 

 

１ 対象機関（条例第２条第１項に規定する次の実施機関） 

知事、議会、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警

察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公

営企業管理者及び県が設立した地方独立行政法人（山口県立大学、山口県立病院機構、

山口県産業技術センター） 

 

２ 対象期間 

令和６年４月１日から令和７年３月 31日まで 

 

３ 簿冊等の作成等の状況 

（１）保存期間別の簿冊等の作成等の状況 

対象期間中に作成又は取得した保存期間別の簿冊等の状況は、次の表のとおりです。 
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（２）保存期間満了時の措置別の簿冊等の作成等の状況 

対象期間中に作成又は取得した簿冊等の保存期間満了時の措置別の状況は、次の表のと

おりです。 
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４ 研修の実施状況 

条例第 43条第１項において、「実施機関は、当該実施機関の職員に対し、公文書の管理

を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必

要な研修を行うものとする。」と規定されています。 

当該規定に基づき、各実施機関で研修を実施し、条例に基づく公文書管理制度の周知及

び理解向上を図りました。 

また、実施にあたっては、ウェビナーの活用により、出先機関の職員でも参加しやすい

環境を作るとともに、職員が業務の合間を活用して受講できるようｅ－ラーニングによる

研修を実施した実施機関もありました。 

 

５ 点検等の実施状況 

全ての実施機関において、知事部局が作成したチェックシートなどを参考に、公文書管

理規程に基づく公文書管理状況を点検しました。 

点検の中では、簿冊の名称が簿冊の内容を分かりやすく示しているものとなっていない

ものや、保有している簿冊で文書管理システムに登録されていないもの等一部改善が必要

な項目も見られましたが、全体として概ね適切な管理が実施されていました。 

今後も、令和６年度から施行された条例に基づく公文書管理制度の周知を徹底し、適切

な公文書管理を実施するために、今後も研修等を通じて職員への普及・啓発を図っていき

ます。 

 

６ 簿冊等の紛失・誤廃棄、被災の状況 

対象期間における簿冊等の紛失・誤廃棄、被災はありませんでした。 

今後も、簿冊の紛失等がないよう、適切な公文書の管理に努めるとともに、万が一紛失

等が生じた場合には、被害の拡大の防止等速やかな対応を図ります。 

 

 


